
地 震 ・ 台 風 に よ り 亡 く な ら れた 方 々 の ご 冥 福 を お祈 り し ご 遺 族 の皆 様 に お悔 や みを 申 し 上 げ ま す 。 被 災 さ れた 皆 様 に 心 よ り お見 舞 い申 し 上 げ ま す 。            
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9月開催「アイ・ドラゴン 4」担当者オンライン会議各県担当者報告より  

北海道 地震が頻発しているので来年を待たず事例をきいて強く要望する  

山形 中山町に要請中   福島 10月から避難所設置要望を始める   千葉 図書館にも交渉中   

福井 福井市・敦賀市に要望中   石川 毎年、県・市町村・図書館・教育委員会に要望    

愛知 毎年、全市町村に要望   大阪 各市福祉避難所に要望  兵庫 県教育委員会に要望 

奈良 理事、役員がいる地域行政に要望して設置成功   鳥取 県と交渉中  

愛媛 ろう学校に交渉する   広島 要望書を使って 23市町で取り組みたい  長崎 県に交渉中 
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「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」を活かして 

福祉避難所・高齢者施設等に「アイ・ドラゴン４」を設置してください 
障害者差別解消法 ＝＝４月１日から事業者も合理的配慮の提供が義務化されました＝＝ 
 
 「アイ・ドラゴン４」は、きこえない・きこえにくい

方の日常生活用具としてご利用いただけるこ

とはもちろん、緊急災害時にはすべての人に必

要な情報をお届けする情報アクセシビリティ対

応機器です。障害者放送通信機構は、全国の都

道府県・市町村に対して福祉避難所で「アイ・ド

ラゴン４」を活用した「防災体験会」を定期的に 

開いていただくよう要望しています。 

==「防災体験会」の内容例== 

●「個別避難計画」（マイ・タイムライン） 

の作成    

●万一の場合に自分と家族が行くべき避難所 

を確認  

●自分が助けることができる人・一緒に避難 

できる人は誰かについて話し合う  

●非常時持出リュックの中身を披露し合う  

●停電時にスマホを充電する方法を学ぶ 

●「アイ・ドラゴン４」で「目で聴くテレビ」の  

防災動画を見て基本的な防災減災の知識を

得る 

    

 北摂聴覚障害者センター「ほくほく」の防災の日イベント   

（日本聴力障害者新聞 10月号より掲載） 

ご当地の市町村に、聴覚障害者災害救援中央本部・貴協会・障害者放送通信機構連名の要望書を提出してく

ださい。総務省は、「アイ・ドラゴン４」などの整備に要する経費について特別交付税措置を講じています。市

町村の担当課は防災課ですので、すぐに問い合わせしてください。 
 


